
2021.7 　7

寄　稿

１．人的資本の情報開示に対するニーズ
の高まり

「企業は人」あるいは「事業は人なり」という言葉は、
ビジネスパーソンであれば、これまで幾度となく耳に
し、実際にそう思っている方も多いのではないか。こ
れは日本に限った話ではなく、海外でも“our people 
are our greatest asset”という言葉が格言のように使
われている。人間が長年にわたる事業活動を通じて経
験し蓄積した、万国共通の真理なのであろう。しかし、
今この言葉が本当の意味で問われ始めたことをご存じ
だろうか。

少子高齢化や産業のデジタル化・サービス化に伴
い、事業を長期的に成長させられる人材やイノベー
ションを創出できる人材の採用や育成がこれまで以上
に重要となっている。S&P500社の企業価値に占める
有形資産と無形資産の比率を見ると、1975年には17％

程度であった無形資産の割合が、2020年には90％に
達している注1（図１）。無形資産を構成する特許、ソフ
トウェア、ブランドといったものは、人的資本が生み
出す価値なのである。

それゆえに、近年、投資家が企業の中長期的な成長
可能性を測るために、人的資本の情報開示を求め始め
た。つまり、投資先が中長期的な成長を実現するため
に必要な人材を、きちんと採用し、育成し、処遇でき
ているか、見極めようとし始めたのである。そして、
企業側に開示すべき人的資本のガイドラインを提供す
るのが、2020年半ばごろから注目を集めているISO 
30414である。

欧米発のさまざまな国際規格により、日本企業の経
営者の多くが、「現場で従業員が短期的思考や社内
ルールづくりに追われ、疲弊している」と実情を漏ら
す。ISO 30414も日本企業にとって新たな“重荷”にな

るのだろうか。答えはNoである。本
稿においては、中長期的な成長を実現
す る た め の“ツ ー ル”とし て のISO 
30414の有効性と、日本企業の強さの
源であり“お家芸”でもある、従業員を
大切にする企業風土を対外的に発信
し得る可能性について論じたい。

2．米証券取引委員会（SEC）
が、2020年８月に人的
資本の情報開示を義務化

企業に対して人的資本の情報開示
を求める投資家によるロビイングは、
2010年代後半から米国で活発化し始
めた。2017年に、計３兆ドル（約330
兆円）の資産規模をもつ25の機関投
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図１　米国では、企業価値に占める無形資産の割合が９割にのぼる

出所：Ocean TOMO, “Intangible Asset Market Study” 2021年４月
Intangible Assets:　特許、著作権、ソフトウェア、ブランドなどを含む、無形資産の市場価値
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資家が人的資本マネジメント連合（Human Capital 
Management Coalition）を結成し、SECに対して、
人的資本に関する情報開示の拡大を求める嘆願を行っ
た。2019年には、世界最大の資産運用会社であるブ
ラックロックが、人的資本のマネジメントを重視する
投資判断基準のひとつに採用した。

こういった動きを受け、SECは2019年８月に財務諸
表以外の情報開示に関するレギュレーションS-Kへの
修正案を公開し、１年間のパブリックコメント期間を
経て、2020年８月26日に人的資本の開示をルール化
した。これにより、新ルールが発効した同年11月９日
以降、従来は従業員数のみ開示を求められていた上場
企 業 は、 自 社 の 事 業 を 理 解 す る う え で“重 要

（material）”と考えられる人的資本関連の情報につい
て、フォーム10-Kを通じた開示が義務化されることと
なった。

なお、米国ではその後も人的資本の情報開示の動き
は加速し、2021年５月にはSECのゲーリー・ゲンス
ラー新委員長が「近く人的資本の指標について追加的
なルールを出す」ことを示唆したり注２、民主党のシン
ディ・アクネ上院議員とマーク・ワーナー下院議員が
従業員に対する投資の情報開示を求めたりする法案注３

を提出するなど、目が離せない。

一方、SECの新ルールは、情報開示の方法について
“重要性（materiality）”の原則を掲げるものの、具体
的な項目や手法については定めず、採用、育成、リテ
ンションについて例示する程度にとどまる。この結果、
多くの企業が混乱に陥ったことは想像に難くないだろ
う。そのなかで、現在注目を集めているのがISO 
30414である。

3．ISO 30414は人的資本を定量化す
る網羅的な“ものさし”を提供

ISO 30414は、組織がその従業員に関する人的資本
の情報について、定量化し、分析し、開示するための
国際的な指標として設けられたガイドラインである。
2010年にISO（国際標準化機構）の中に人的資本に関
する規格を議論するテクニカル・コミッティ（TC260注４）
が設立され、10年弱の議論を経て2018年末に策定され
た。GRIやIIRC注５といったサステナビリティに関する
既存のガイドラインや、世界の人材マネジメントのベ
ストプラクティスを参照してつくられている。

ISO 9001（品質マネジメント）やISO 14001（環境
マネジメント）といったマネジメントシステム規格の
ひとつであるが、これらが義務（requirements）で
あるのに対し、ISO 30414はボランタリーなガイドラ

図２　ISO30414全体像：11項目と58指標で構成されたガイドライン

資料出所：ISO 30414原文のP ８～11 Table ２をもとに作成

1 倫理とコンプライアンス 4 リーダーシップ 8 採用・異動・退職 9 スキルと能力
① 提起された苦情の種類と件数 ① リーダーシップに対する信頼 ① 募集ポスト当たりの書類選考通過者 ① 人材開発・研修の総費用
② 懲戒処分の種類と件数 ② 管理職１人当たりの部下数 ② 採用社員の質 ② 研修への参加率

③
倫理・コンプライアンス研修を
受けた従業員の割合

③ リーダーシップ開発 ③ 採用にかかる平均日数 ③ 従業員１人当たりの研修受講時間

④ 第三者に解決を委ねられた紛争 5 組織風土 ④ 重要ポストが埋まるまでの時間 ④ カテゴリー別の研修受講率

⑤
外部監査で指摘された事項の数
と種類

①
エンゲージメント/満足度/コ
ミットメント

⑤ 将来必要となる人材の能力 ⑤　従業員のコンピテンシーレート

2 コスト ② 従業員の定着率 ⑥ 内部登用率 10 後継者計画
① 総労働力コスト 6 健康・安全・幸福 ⑦ 重要ポストの内部登用率 ① 内部継承率
② 外部労働力コスト ① 労災により失われた時間 ⑧ 重要ポストの割合 ② 後継者候補準備率
③ 総給与に対する特定職の報酬割合 ② 労災の件数（発生率） ⑨ 全空席中の重要ポストの空席率 ③ 後継者の継承準備度(即時)
④ 総雇用コスト ③ 労災による死亡者数（死亡率） ⑩ 内部異動数 ④ 後継者の継承準備度(1-3年,4-5年)
⑤ １人当たり採用コスト ④ 健康・安全研修の受講割合 ⑪ 幹部候補の準備度 11 労働力
⑥ 採用コスト 7 生産性 ⑫ 離職率 ① 総従業員数
⑦ 離職に伴うコスト ① 従業員１人当たりEBIT/売上/利益 ⑬ 自発的離職率 ② 総従業員数（フル／パートタイム）
3 ダイバーシティ ② 人的資本ROI ⑭ 痛手となる自発的離職率 ③ フルタイム当量（FTE）
① 年齢 ⑮ 離職の理由 ④ 臨時の労働力（独立事業主）
② 性別 ⑤ 臨時の労働力（派遣労働者）
③ 障害 ⑥ 欠勤
④ その他
⑤ 経営陣のダイバーシティ

：大企業が対外開示を推奨される指標
：大企業・中小企業ともに対外開示を推奨される指標
：主に大企業が社内開示を推奨される指標

多くの指標に計算式が設定され、定量化により測定・比較が可能となる
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イン（guidelines）である点が大きく異なる。国や業
界による労働慣行の違いや、企業ごとの経営戦略に
よって人的資本のあり方や開示是非は異なるという前
提に立つためである。

ISO 30414は、11の項目と58の指標で構成され、指
標の多くに数値を算出するための計算式が含まれる。
すべての指標について対外的に開示することを推奨し
ているわけではなく、大企業と中小企業という分類に
加え、社内に開示するのがよいか、対外的に開示する
のがよいかという分類がなされている（図２）。

コンプライアンス、ダイバーシティ、健康･安全など
は日本企業にも比較的なじみのある概念である。これ
らにはたとえば、倫理規定違反の件数、女性従業員の
比率、労災の件数などが含まれ、すでにサステナビリ
ティの観点から多くの企業がデータとしても把握し、
開示している内容だろう。一方、人的資本コスト、生
産性、採用、後継者計画などは、言葉としてはよく耳
にするものの、定量的に把握していること自体日本で
はまだまだ少なく、開示となるときわめて稀である。
このように、投資家や求職者といった外部のステーク
ホルダーの関心が高い指標を網羅的にカバーしている
ことがISO 30414の特徴であり、多くの企業が活用し
始めている理由である。

一例として、「離職注 ６ に伴うコスト（turnover 
cost）」というコストの項目に含まれる指標について見
てみたい。これは、従業員が離職してしまった場合に
発生するコストを定量的に把握しようとするもので、
算出式は図３のようになる。

離職者の仕事を周囲の従業員が埋めるための残業
代、離職者が働き続けていれば得べかりし売上額（機
会損失額）、新規採用や育成にかかるコストの総和か

ら、離職者が働き続けていれば支払う必要があった給
与を差し引き、離職から新規採用までの日割りで算出
する。これにより、従業員が１人辞めたときのコスト
が算出できるだけではなく、採用日数の短縮化や離職
率の改善によるインパクトや、１日当たりの機会損失
額を分析できるようになる。

4．企業がISO 30414を活用するメ
リット

実はISO 30414を活用するメリットは、正にこの点
にある。メリットは社内外のステークホルダーにより
さまざまだが、企業の経営者や人事部のメリットが大
きい（図４）。特に人事部は、従来アドホックに対応し
ていた従業員の中途採用や離職についても、採用の質
や時間を定量化したり、離職に伴うコストを可視化し
たりすることにより、改善のための“ものさし”が手に入
るのである。経年でデータをとることにより施策の効
果測定も可能となり、他社との比較も容易になる。事
業部門に対して提供できる付加価値も大きくなるので
ある。

経営者も、自社がよい従業員を採用できているか、
従業員をどれほど大切にできているかについて、これ
までは定量的なものさしをもっていなかったのではな
いか。ISO 30414の活用により、自社の従業員のエン
ゲージメント指数や従業員の育成のための投資が可視
化でき、比較できるようになる。また、自身の後継者
を含む「重要ポスト」の後継者が育成できているかに
ついて、即時、１～３年、４～５年という時間軸で把
握できることも大きな安心材料になるだろう。

ただし、ISO 30414が万能ではないという点も理解
しておきたい。第一に、可能な限り合理的ではあるも
のの、単純化した方法で定量化を試みるという点であ
る。「離職に伴うコスト」を、全職種の離職者に対し
て「日額売上」を含めて算出するのは、本来不適切だ
ろう。厳密には、営業職とそれ以外を分けて考えるべ
きである。しかしながら、ISO 30414では、一般的か
つ平均的な費用を用いて定量化を試みる。完璧な指標
とはいえないが、ないよりはあったほうがよいデータ
であり、離職に伴うコストについて議論し、改善する
ための起点を提供してくれる。

第二に、一定の仕組みが導入されている前提に立つ
という点があげられる。ISO 30414の中で、度々「重

【算出式】

離職に伴うコスト＝１人当たり採用費×自発的離職者数　＋

 １人当たり教育費×自発的離職者数　＋

 離職者の業務を補う残業費・離職手続費など　＋

 １人当たり平均日額売上×自発的離職者数×採用までの日数　－

 従業員１日当たり給与および福利厚生費×空席日数

図３　「離職に伴うコスト」の算出式
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要ポスト」という概念が登場する。CEOに直接レポー
トするようなポストをイメージしていただくとよいが、
企業によってはコア技術をもつAIエンジニアといった
場合もあり、企業ごとに定義することができる。その

「重要ポスト」に対する「内部登用率」や、「後継者の
継承準備度」といった指標が含まれる。つまり、「重
要ポスト」を組織の中で定めていることが前提となっ
ているのである。したがって、このような仕組みがな
い場合、仕組みづくりから始める必要がある。その他、
リーダーシップやエンゲージメントに関する指標にお
いては、適切な社内サーベイが行われていることが前
提となる。

最後に、指標を通じて算出した値は、比較を通じて
初めて意味をもつという点である。「離職に伴うコス
ト」の算出によりそのインパクトは把握できても、そ
れだけではよし悪しの判断はできず、自社数値の経年
比較や、他社数値との比較を通じて、初めて意味をも
つのである。ISO 30414そのものは“正解”やベンチマー
クを提供してくれないのである。

これらの特徴を理解さえすれば、ISO 30414を活用
することにより、①グローバル水準と比較したときの
自社の人事制度の棚卸しができ、②既存の取り組みか

らデータが取得できる指標については、経年の比較や
他社比較を通じて改善につなげられ、③必要と判断さ
れる取り組みについては新たに導入を検討するという
アクションにつなげられるのである。

5．国内外で企業によるISO 30414の
取得・活用が始まる

その網羅性と利便性から、国内外の企業でISO 
30414の認証取得や活用が始まっている。2021年１月、
ドイツ銀行グループのアセットマネジメント会社で、
7590億ユーロ（約100兆円）の運用資産をもつDWSが、
世界で初めてISO 30414の認証を取得した。次いで同
年３月に、ドイツ銀行も人的資本の情報開示に特化し
たHuman Capital Report 2020の評価を受け、ISO 
30414の認証を取得した。

ドイツ銀行グループのドイツ北・東地域担当人事部
長、ヒルガー・ポスマンは次のように言っている。「ド
イツ銀行は、投資家からの期待や、人的資本と企業業
績に関する研究（クリスチャン・シュルツ教授が開発
したHCR10注７）のニーズを受け、2013年から人的資本
レポートの開示を進めていた。HCR10でもDAX30銘
柄注８の首位に何度かランキングするようになったため、

図４　企業がISO30414を導入する意義

人的資本に関する、ステークホルダーの関心

人的資本をアセットととらえ、見える化し、成長のドライバーに利用できる

内
部

経営者
●�人的資源に適切な投資ができている
かを測る、“ものさし”を得られる
●�適切な投資を通じて、自社の成長を
持続させられる
●�適切な後継者を育成して、経営を引
き継げる

人事部
●�さまざまな指標を定量化すること
で、経営の改善につなげられる
� �─生産性、エンゲージメント、採用、
離職者、労災、など
●�比較を通じて、人的資本への適切な
投資ができる
� ─給与、福利厚生、研修など
●�人事の経営に対する貢献を見える化
できる

従業員
●�よりよい給与や待遇を得られる
●�よりよい成長機会を得られる
●�他社の状況を知ることができる

外
部

株主（投資家）
●�投資先の中長期的な成長可能性を知
ることができる

競合他社
●�国内外の、業界標準について知るこ
とができる

他社
●�国内外の先進事例を知ることがで
きる

求職者
●�志望先企業の労働環境や待遇につ
いて知ることができる
●�将来的な成長可能性を知ることがで
きる
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ISO 30414の取得はわれわれの願望であり、自然の帰
結でもあった。認証の取得によるビジネスへのインパ
クトを理解するためには２、３年程度かかる。しかし、
投資家からの注目や問い合わせが増えるなど、すでに
投資家との対話において有効性を発揮している」

SECによるルール改定が行われた米国でも、その
取り組みがみられ始める。新ルールが発効した2020
年11月９日以降、SECへのレポートを行った米上場
企業のうち、売上額上位300社については、すべてレ
ポートの中で人的資本に関する記述を拡充もしくは追
加している。平均すると、ルール化前の人的資本に関
する記述は270単語であったのに対し、ルール化後は
820単語と３倍に増えている。新たに増えた項目には、
ダイバーシティ、組織風土、安全・健康・幸福、スキ
ル･能力、後継者計画など、ISO 30414との重複が目
立つ注９。

日本国内でも、ISO 30414の活用が始まった。三井
化学は、長期経営計画実現に向けたひとつの施策とし
て、グループ・グローバルで統一した人的資本マネジ
メントの仕組み構築を目指す。ISO 30414の58指標を
用いて自社の人的資本を棚卸しした結果、８割超の指
標について社内でデータを取得済もしくは取得可能で
あることが判明した。特に「戦略重要ポジション」の
設定や、そこに向けた「後継者計画」の取り組みは先
進的かつ高い水準に達することから、今後戦略的に対
外開示していくことや、投資家との対話に活かしてい
くことを検討する。

まずは規格を社内指標として活用する動きも増えて
おり、新生銀行の林貴子常務執行役員は「ISO 30414
をKPIとして活用する方針で詳細を検討中」と話す。
三菱商事も中長期の人事戦略の策定、ならびに多様な
ステークホルダーとの対話力強化などの観点から、
ISO 30414に注目している。また、組織的な競争力強
化を図る横河電機の阿部剛士マーケティング本部長
は、経営に貢献する「戦略人事」機能を強化するため
に「ISO 30414を武器として積極活用する」と話す。

6．新コーポレートガバナンス・コード
は、日本企業に人的資本の情報開示
を求める

わが国においても、2021年６月にコーポレートガバ
ナンス・コードが改定された。コーポレートガバナン

ス・コードとは「会社が、株主をはじめ顧客・従業
員・地域社会などの立場を踏まえたうえで、透明・公
正かつ迅速・果断な意思決定を行うための仕組み」注10

であり、投資家の行動原則を定めたスチュワードシッ
プ・コードとともに、企業の中長期的な価値向上を促
すことを目的としている。

今次改定では、「取締役会の機能発揮」の中で後継
者計画の策定・運用や取締役のスキル・マトリックス
や報酬などの開示について言及されているほか、「企
業の中核人材の多様性の確保」の中で女性・外国人・
中途採用者の管理職への登用について測定可能な目標
を示すことが求められるなど、ISO 30414と共通する
内容が多岐にわたる。

人的資本の重要性やその情報開示に関する記載も目
立ち、第三章「適切な情報開示と透明性の確保」の中
では、非財務情報の積極開示とともに、「人的資本や
知的財産への投資などについても、自社の経営戦略・
経営課題との整合性を意識しつつ分かりやすく具体的
に情報を開示・提供すべきである」注11ことがうたわれ、
第四章「取締役会等の責務」においては、「人的資本・
知的財産への投資などの重要性に鑑み、これらをはじ
めとする経営資源の配分や、事業ポートフォリオに関
する戦略の実行が、企業の持続的な成長に資するよう、
実効的に監督を行うべき」注12と明記された。

欧米の動向に加え、このようなコーポレートガバナ
ンス・コードの改定内容を踏まえると、日本の上場企
業も、人的資本の情報開示が実質的に義務化されたと
言っても過言ではないだろう。

7．日本企業は、人事戦略構築のツール
としてISO 30414を活用すべき

このような潮流の中で日本企業がとるべき対応は、
ISO 30414を“うまく利用する”ことだと考える。そもそ
も人的資本の情報開示は、企業の中長期的な成長可能
性を見極めることを目的としており、近年の四半期や
単年といった短期の結果を求める視点とは異なる。そ
の点で、従来日本企業が得意としてきた、人の成長を
通じて事業の成長を実現する、長期的視点に立った経
営の考え方と非常に親和性が高い。

ただし、ISO 30414を取得すること自体を目的とす
る必要はない。上述のとおり、ISO 30414は人事施策
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を定量化し、改善に結びつけるための指標を提供して
くれる。まずは、自社の人的資本について、何がわかっ
ていて、何がわかっていないか把握することから始め
ることを推奨する。その際、ISO 30414の指標を活用
することで、すでにあるデータとそうでないものが判
別できるだろう。その上で、できるところから開示を
進めていくとよい。なお、データを取得できることと、
それを開示するか否か、もしくはどう開示するかは別
の議論である。開示する際には、単に数値を列挙する
のではなく、自社の経営戦略を踏まえた人事戦略のス
トーリーとして「意思のある数値」を開示することが
望ましい。開示しない場合には、開示しない理由を説
明することが望ましい。

また、忘れてはならないのはISO 30414が国や業界
を超えて共通する最低限の開示項目と指標を提供して
いるにすぎず、58指標以外に開示したい独自の指標や
よい取り組みについても開示が推奨されている点であ
る。ここに、日本企業が人的資本の情報開示の動きを
戦略的に活用する余地がある。ISO 30414の議論の中
で日本企業の実務担当者がしばしば口にするのが、

「終身雇用、年功序列といった雇用慣行の強みを対外
的に発信するチャンス」という言葉である。ジョブ型
雇用が取り沙汰されるなか、一見時流に逆行する考え
方のようにも見受けられるが、従来型の労働慣行を維
持する日本企業は、そこに自社にとってのメリットを
感じているはずであり、その暗黙知を形式知化し、真
の強みを対外的に発信しようとする試みは十分検討に
値する。それができれば、海外企業が参考とすべき日
本発のスタンダードにもなり得るのである。

一方、業界や企業によっては、従来の労働慣行が合
わなくなっているケースもあるだろう。ISO 30414は
欧米の実務担当者を中心に、欧米の労働慣行を前提に
つくられた規格だが、働き方そのものが大きく変わり
つつある日本でも、海外のベストプラクティスから学
べる点も多いはずである。日本固有の労働慣行や、業
界の慣習を奇貨として変化を拒むのではなく、ステレ
オタイプを排除し、組織をよりよい方向に変革する
ツールとして、まずはISO 30414を知ることから始め
てみていただきたい。

注１　Ocean TOMO, “Intangible Asset Market Study” 2021年４月
注２　従業員のダイバーシティ、パートタイム比率、離職率などの指標の開

示について新ルールを提案する予定である旨明かすとともに、それが
自身のSEC委員長の任期中の最優先課題のひとつである旨言及。“U.S. 
SEC chair planning new workforce data disclosures for public 
companies”（ロイター、2021年５月15日）

注３　上場企業に対し、離職率、能力開発研修費、健康・安全、エンゲー
ジメント、給与などの基本的な指標の開示を求めるWorkforce 
Investment Disclosure Actを 提 出 し た。“Axne, Warner 
Introduce Updated Legislation to Re-veal Investments in U.S. 
Workforce Development”（シンディ・アクネ議員HPプレスリリー
ス、2021年５月25日）

注４　TC260は現在33の参加国（participating member）と、25のオブザー
バー国（observing member）から構成される。日本はオブザーバー
で、経済産業省の産業技術環境局 国際標準課と日本産業標準調査会

（JISC）が関与する。
注５　それぞれGeneral Reporting Initiative、International Integrated 

Reporting Councilの略：サステナビリティに関する国際基準・ガイド
ライン

注６　定年退職なども含む概念ゆえ、ここでは自発的離職について考える。
注７　独サーランド大学のクリスチャン・シュルツ教授が開発した、人的資

本レポートを評価する規格で、ISO 30414のプロトタイプとなったと
される。

注８　ドイツのフランクフルト証券取引所に上場する優良30銘柄。
注９　米国市場に上場する日本企業11社（トヨタ自動車、本田技研工業、

ソニー、キヤノン、武田薬品工業、三菱UFJフィナンシャル・グルー
プ、みずほフィナンシャルグループ、三井住友フィナンシャルグルー
プ、野村ホールディングス、オリックス、LINE）もSECへのレポー
トで人的資本の情報開示が求められる。キヤノン、トヨタ自動車、ソ
ニーがレポートを提出済み。（2021年6月25日時点）

注10　コーポレートガバナンス・コード（株式会社東京証券取引所、2021
年６月11日）

注11　コーポレートガバナンス・コード：補充原則３—１③
注12　コーポレートガバナンス・コード：補充原則４—２②
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日本輸出入銀行（現国際協力銀行）を経て、ドリームインキュ

ベータ（DI）に参加。
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画業務に従事。DIでは、環境エネルギー、自動車、金融、商
社などの海外事業展開支援、海外企業とのアライアンス構築支
援、新規事業の立ち上げなどに携わる。現在は、組織・人材プ
ラクティスグループの責任者として、リーダー、イノベーター
の育成、組織改革などに従事。多くの企業で、10年かけて200
人の経営幹部を育成する “経営塾” を通じて後継者計画づくり
を支援。日本人第１号のISO 30414コンサルタントとして、日
本企業の人的資本のマネジメントを支援する。2021年４月に
ISO 30414の日本語版解説書を発行。
 


